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どんなとき 届 出 先 いつまでに
転入したとき
転出するとき

市町窓口へ
保険証を持って市町窓口へ

保険証を持って市町窓口へ

14日以内
すみやかに

すみやかに

すみやかに

14日以内

保険証、事故証明書等を
持って市町窓口へ
亡くなった方の保険証を
持って市町窓口へ

資格を
喪失したとき
交通事故などに
あったとき
被保険者が
亡くなったとき

※届出者の本人確認ができるものを持参してください。届出内容
によっては委任状等が必要となる場合がありますので、あらかじ
め市町の窓口に電話等で確認することをおすすめします。



オンライン資格確認を導入した医療機関・薬局
では、マイナンバーカードを健康保険証として利用
することができます。利用に必要な事前申込は、
マイナポータル※で受け付けています。
　また、マイナポータルでは、健診情報やお薬の
情報が確認できます。
※ 子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請
がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることが
できる自分専用のサイトです。





昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および
同じ世帯の被保険者の方の、基礎控除後の総
所得金額等の合計額が210万円以下となる
場合、現役並み所得者（3割負担）の対象外と
なります。（申請不要）

住民税課税所得※1が28万円以上145万円未満、かつ
「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が、単身
世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の
世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者
および同一世帯に属する被保険者

住民税課税所得が690万円以上の被保険者
および同一世帯に属する被保険者

住民税課税所得が380万円以上690万円未満
の被保険者および同一世帯に属する被保険者

住民税課税所得が145万円以上380万円未満
の被保険者および同一世帯に属する被保険者

旧ただし書き所得

下記の条件に該当する被保険者は、申請して
認定されると現役並み所得者（３割負担）の対象
外となります。ただし、対象となる収入の額を広域
連合または市町において確認できる場合は、
申請が不要です。

（１）世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入※4

額が383万円未満
（２）世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の

収入合計額が520万円未満
（３）世帯に被保険者が1人で、収入が383万円

以上であるが、同じ世帯に70歳～74歳の方
がいる場合、その方を含めた収入合計額が
520万円未満

基準収入額適用

３割負担の対象外となる
場合があります

※1,2,3,4については６ページをご覧ください。
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Ⅰ

現役並み所得者(以下、現役並み)、一般Ⅱ、区分Ⅱ、
区分Ⅰのどれにも該当しない被保険者

被保険者の世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに
該当しない被保険者

被保険者の世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の
いろいろな所得金額（年金所得は控除額を80万円
（所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限
10万円を控除する。）として計算）が0円になる被保険
者または老齢福祉年金を受給されている被保険者
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般
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Ⅲ



※1 住民税課税所得とは
所得（収入※4から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額）
から地方税法上の各種控除（社会保険料控除など）を行った額のこと
です。詳しくは、各市町の税務担当課へお問い合わせください。

※2 年金収入について
「年金収入」には遺族年金や障害年金は含まれません。

※3 その他の合計所得金額とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた
後の金額のことです。

※4 収入とは
収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて収入に含ま
れます。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除
するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
(ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、
個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。)

年少扶養控除など



※令和４年１０月１日から、負担区分「一般」が「一般Ⅰ・Ⅱ」に細分化
されました。詳しくは4ページをご覧ください。

一 般 Ⅱ
一 般 Ⅰ

負担割合

3割

2割

1割



4

配慮措置になります。







29

53.5



　市町から提供される前年の所得情報をもとに算定された
保険料は、広域連合において賦課決定を行い、毎年7月中
旬頃に市町から保険料額決定通知書が送られてきます。
　保険料額決定通知書に納付方法が記載されていますので、
必ずご確認ください。
　年度途中で75歳になった方など新規に資格取得した場合
は、資格取得日の属する月の翌々月に送られてきます。

　納付方法が特別徴収に変更になる時期は、保険料額決定
通知書でご確認いただくか市町保険料徴収担当課へ
お問い合わせください。

保険料額決定通知書







ジェネリック

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品（新薬）の
特許が切れた後に販売される医薬品のことです。

●休日や夜間に救急医療機関等で受診しようとする場合、平日の
時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう
（緊急患者が優先的に受診できるようにしましょう。）。
●かかりつけ医を持ち、気になることがあれば、まず、かかりつけ医
に相談しましょう。

●複数の医療機関等に同じ病気で受診することは、控えましょう
（検査や投薬の重複により、かえって体に悪影響を与えてしまう
心配があります。）。

　現在、服薬をされている方の内、ジェネリック薬品に変更した場合、
1か月300円以上の自己負担の軽減になる方に、「差額通知」を送付
しています。

「ジェネリック医薬品差額通知」の送付 

　令和5年4月1日時点で、75歳・80歳の節目の方を対象に、歯
周病のチェックと共に、嚥下機能や滑舌等の検査を、実施して
います。通知が届きましたら、指定歯科医院で、受診しましょう。

　住所地特例により県外の施設に入所または入居している方で、健康
診査を受診されたい方は事前に広域連合までご相談ください。

　現在国内で臓器移植を待っている人
は、約15,000人です。そのうち移植を
受けられる人は、今はまだ約2％です。
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